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国
保
（
国
民
健
康
保
険
）
は
、
病
気
や
ケ
ガ
に
備
え
て
加
入
者
が
保
険

税
を
出
し
合
う
相
互
扶
助
の
制
度
で
す
。
保
険
税
の
決
め
方
や
納
め
方
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
、
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
納
め
る
方

　

保
険
税
を
収
め
る
納
付
義
務
は
、

国
保
の
加
入
者
で
あ
る
な
し
に
か
か

わ
ら
ず
、
各
世
帯
の
世
帯
主
に
あ
り

ま
す
。

●
い
つ
か
ら
納
め
る
か

　

国
保
に
加
入
す
る
資
格
が
発
生
し

た
月
か
ら
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
届
け
出
を
出
し
た
日
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

●
口
座
振
替
の
ご
案
内

　

保
険
税
の
納
付
を
口
座
振
替
に
す

る
と
、納
め
忘
れ
が
な
く
な
る
の
で
、

忙
し
い
方
、
不
在
が
ち
な
方
に
便
利

で
す
。

○
申
し
込
み
の
手
続
き
に
必
要
な
も

　

の
・
預
（
貯
）
金
通
帳

・
印
鑑
（
通
帳
の
届
出
印
）

・
納
税
通
知
書

☆
こ
れ
ら
を
持
っ
て
、
口
座
振
替
取

　

扱
い
金
融
機
関
へ

●
保
険
税
の
決
ま
り
方

　

市
町
村
の
そ
の
年
度
の
医
療
費
の

総
額
を
推
計
し
、
国
な
ど
の
補
助
金

な
ど
を
差
し
引
い
た
額
を
保
険
税
と

し
て
各
世
帯
に
割
り
当
て
ま
す
。
保

険
税
の
割
り
当
て
方
は
、
左
の
４
つ

の
項
目
か
ら
決
定
し
、
１
世
帯
当
た

り
の
保
険
税
が
決
ま
り
ま
す
。

その年度に予想される医療費

病気など
　で払う
　一部負担金

国などの
補助金

保険税

平成19年度の医療給付費分及び
介護納付金分に係る税率

○所得割
　世帯の所得に応じた計算
○資産割
　世帯の資産に応じた計算
○平等割
　１世帯当たりにいくらと計算
○均等割
　世帯の加入者数に応じた計算

　国民健康保険制度は、いざというときに安心してお医者さんにかかれるように、みんなで支えあう助け合いの制度で
すが、近年、高齢化が進むなか医療機関での受診回数が増えることや、高度医療技術の進展などにより医療費が年々増
加しています。このことから、国民健康保険の運営は極めて厳しい状況であり、安定的かつ信頼できる制度として維持
するために、平成19年度の保険税率が次のように改正されました。
　国民健康保険加入者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

区　分
基 礎 課 税 額 分 介護分（40～ 64歳の方）

改正前 改正後 改正前 改正後

所　得　割
（前年中の所得による）

   8.0％ ➡    9.0％ 0.9％ ➡ 1.0％

資　産　割
（固定資産税による）

35.0％ ➡
35.0％

（据え置き）
5.0％ ➡

5.0％
（据え置き）

平　等　割
（１世帯当たり）

20,000円 ➡ 23,000円 4,000円 ➡ 5,000円

均　等　割
（加入者１人当たり）

15,000円 ➡ 18,000円 6,000円 ➡ 7,000円

　基礎課税分限度額が53万円から56万円に変わりました。
　介護分限度額９万円は、昨年と変わりません。

☆ 平 成 19 年 度 国 民 健 康 保 険 税 率 が 改 正 さ れ ま し た ☆

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課

　

☎
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知っておきたい国保のポイント

ごぞんじですか。国保の保険税
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